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【提出日】 2016年３月31日

【会社名】 株式会社資生堂

【英訳名】 Shiseido Company, Limited

【代表者の役職氏名】 代表取締役

執行役員社長 兼 CEO   魚 谷 雅 彦

【本店の所在の場所】 東京都中央区銀座七丁目５番５号

【電話番号】 03（3572）5111

【事務連絡者氏名】 財務部長   堂 園 正 樹

【最寄りの連絡場所】 東京都港区東新橋一丁目６番２号

【電話番号】 03（6218）5490

【事務連絡者氏名】 財務部長   堂 園 正 樹

【届出の対象とした募集有価証券の種類】 新株予約権証券

【届出の対象とした募集金額】 その他の者に対する割当

（発行価額の総額）                           176,085,000円

（新株予約権証券の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い

込むべき金額の合計額を合算した金額）       176,155,000円

（注）１　本募集は2015年６月23日開催の当社定時株主総会決議及

び、2016年２月23日開催の当社取締役会の決議に基づき、

ストックオプションとして新株予約権を発行するもので

す。

２　新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合、新

株予約権の付与対象者がその権利を喪失した場合及び当社

が取得した新株予約権を消却した場合には、新株予約権証

券の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込む

べき金額の合計額を合算した金額は減少します。

【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2016年２月23日に関東財務局長に提出した有価証券届出書、2016年２月26日に関東財務局長に提出した有価証券届

出書の訂正届出書、2016年３月25日に関東財務局長に提出した有価証券届出書の訂正届出書及び2016年３月28日に関

東財務局長に提出した有価証券届出書の訂正届出書の記載事項のうち、2016年３月30日に「発行数」「発行価額の総

額」「発行価格」「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価額の総額」「新規発行による手取金の額」「割当予定先の状況」及び「発行条件に関する事項」が確定しましたの

で、これらに関する事項を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものです。

 
２ 【訂正事項】

第一部 証券情報

 第１ 募集事項

   １ 新規発行新株予約権証券

　   (1) 募集の条件

     (2) 新株予約権の内容等

   ２ 新規発行による手取金の使途

     (1) 新規発行による手取金の額

 第３ 第三者割当の場合の特記事項

   １ 割当予定先の状況

      d. 割当てようとする株式の数

   ３ 発行条件に関する事項

     (2) 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠

 
３ 【訂正箇所】

 訂正箇所は下線で示しています。

 

第一部 【証券情報】

 
第１ 【募集要項】

 
１ 【新規発行新株予約権証券】

 (1) 【募集の条件】

＜訂正前＞
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発行数
 

2,100個（新株予約権１個につき100株）(注)

(注)　上記総数は、2015年６月23日開催の当社定時株主総会及び2016年２月23日開催の当社
取締役会において決議された上限個数であり、2016年２月18日の時価を基礎として算
出された見込によると742個になります。また、上記総数は、割当予定数であり、引
き受けの申し込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少した
ときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とします。

発行価額の総額
金175,965,300円

(注)　2016年２月18日の時価を基礎として算出された見込額です。

発行価格

発行価格は、以下の算式及び(1)から(10)の基礎数値に基づき、Hull-White型の修正二項モ

デルにより算出した当社普通株式１株当たりのオプション価格に各募集新株予約権の目的で

ある株式の数を乗じた金額とします。

①　株価ツリーの生成

オプションの発行日～満期日の間(T )を、N 個の微細な期間(Δt＝T/N )に分割し、

各々の時点i (0≦ i ≦N )における株価をSi,jとしたとき、次の時点i + 1で成立する２

つの株価(Si+1,j , Si+1,j+1)を次の式により求める。

 
 

ここで、u, d は上昇率・下落率で、ボラティリティをσとすると、

 
 

で表される。

 
②　オプション価値の算定

①で生成した株価ツリーをもとに、次の式により、i＝N 時点から遡り、i＝0時点の価

値f00を求める。

i ＝N の場合

 

0 ≦ i ≦ N －1 の場合

iΔt ≧ ν の場合(権利行使期間中)

Si,j ≧ KM の場合

 

Si,j ＜ KM の場合

 

iΔt ＜ ν の場合(権利確定期間中)

 

ここで、p はリスク中立確率と呼ばれ、下記の式で表される。

 

 
オプション価値f00を求めるのに必要となるパラメータは次のようになる。

(1) オプションの発行日の株価

(S00 )

：2016年３月30日の東京証券取引所における当社

普通株式の普通取引の終値(終値がない場合に

は、前日の終値)
 

(2) オプションの行使価格(K ) ：１円
 

(3) オプション期間(T ) ：14.9年（5,448/365日）
 

(4) 権利確定期間(ν) ：2.4年（884/365日）
 

(5) ボラティリティ(σ) ：オプションの発行日からオプション期間分遡った期間の各

週における当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出し

た変動率
 

(6) リスクフリーレート(r ) ：残存期間がオプション期間に対応する国債の利子率
 

(7) 配当利回り(b ) ：１株あたりの配当金(2015年12月期の配当実績)÷オプション

の発行日の株価
 

(8) 離職率(λ) ：ストック・オプション会計基準および適用指針に基づき０とする
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(9) 行使倍率(M ) ：権利行使価格が１円のため、株価が２円以上であれば行使され

るとして設定
 

(10)ステップ数(N ) ：充分に収束する値

 
 

(注)　2016年３月30日に決定する予定です。

 
＜省略＞

 

＜中略＞

(注) ４　割当対象者の人数及び割当新株予約権数

本新株予約権の割当ての対象となる者の人数及び割当新株予約権数は以下のとおりです。なお、下記割当新

株予約権数は上限の発行数を示したものであり、引き受けの申し込みがなされなかった場合等、割り当てる

本新株予約権の総数が減少することがあります。

 

割当対象者 人   数 新株予約権の発行数

当社の社外取締役を除く取締役 ３名 600個

当社または当社の完全子会社の執行役員 13名 1,300個

2015年12月31日時点まで当社の執行役員で
あった者

２名 200個

合計 18名 2,100個
 

 

＜訂正後＞

発行数 700個（新株予約権1個につき100株）

発行価額の総額 金176,085,000円

発行価格 2,515.5円

 ＜省略＞
 

＜中略＞

(注) ４　割当対象者の人数及び割当新株予約権

本新株予約権の割当ての対象となる者の人数及び割当新株予約権数は以下のとおりです。

 
割当対象者 人   数 新株予約権の発行数

当社の社外取締役を除く取締役 ３名 237個

当社または当社の完全子会社の執行役員 13名 395個

2015年12月31日時点まで当社の執行役員で
あった者

２名 68個

合計 18名 700個
 

 
(2) 【新株予約権の内容等】

＜訂正前＞

新株予約権の目的となる株式の種類

当社普通株式

完全議決権株式であり、権利内容になんら制限のない当社における標準と

なる株式です。

新株予約権の目的となる株式の数

１　新株予約権の目的となる株式の総数は210,000株とします。

２　新株予約権１個あたりの新株予約権の目的となる株式の数（以下、

「付与株式数」という。）は100株とします。

ただし、付与株式数は（注）１の定めにより調整されるものとしま

す。

新株予約権の行使時の払込金額

各新株予約権の行使に際して払い込むべき金額は、当該各新株予約権を行

使することにより交付を受けることができる株式１株当たりの払込金額を

１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。

新株予約権の行使により株式を発行

する場合の株式の発行価額の総額

金176,039,500円

(注) 2016年２月18日の時価を基礎として算出された見込額です。ただ

し、新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合、新株予約権

の割当てを受けた者がその権利を喪失した場合、及び当社が取得し

た新株予約権を消却した場合には、上記金額は減少します。
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 ＜省略＞
 

(注) １　本新株予約権証券の発行については、2015年６月23日開催の当社定時株主総会及び2016年２月23日開催の当

社取締役会においてその発行の決議をしています。上記総数は、その際において決議された上限株数であ

り、2016年２月18日の時価を基礎として算出された見込によると74,200株になります。なお、当社が、株式

の分割（当社普通株式の株式無償割当てを含みます。）または株式の併合を行う場合には、付与株式数を次

の算式により調整し、調整の結果生じる１株未満の端数はこれを切り捨てるものとします。

   調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率

また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与

株式数を調整します。

　＜後略＞

 
＜訂正後＞

新株予約権の目的となる株式の種類

当社普通株式

完全議決権株式であり、権利内容になんら制限のない当社における標準と

なる株式です。

新株予約権の目的となる株式の数

１　新株予約権の目的となる株式の総数は70,000株とします。

２　新株予約権１個あたりの新株予約権の目的となる株式の数（以下、

「付与株式数」という。）は100株とします。

ただし、付与株式数は（注）１の定めにより調整されるものとしま

す。

新株予約権の行使時の払込金額

各新株予約権の行使に際して払い込むべき金額は、当該各新株予約権を行

使することにより交付を受けることができる株式１株当たりの払込金額を

１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。

新株予約権の行使により株式を発行

する場合の株式の発行価額の総額

金176,155,000円

(注) 新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合、新株予約権の割

当てを受けた者がその権利を喪失した場合、及び当社が取得した新

株予約権を消却した場合には、上記金額は減少します。

 ＜省略＞
 

(注) １　本新株予約権証券の発行については、2015年６月23日開催の当社定時株主総会及び2016年２月23日開催の当

社取締役会においてその発行の決議をしています。なお、当社が、株式の分割（当社普通株式の株式無償割

当てを含みます。）または株式の併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生

じる１株未満の端数はこれを切り捨てるものとします。

   調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率

また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与

株式数を調整します。

　＜後略＞

 
２ 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

 ＜訂正前＞

払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)

176,039,500（注）１、３ 1,800,000（注）２ 174,239,500
 

(注) １　払込金額の総額は、新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計

額を合算した金額であり、上記金額は2016年２月18日の時価を基礎として算出された見込額です。

＜後略＞

 
 ＜訂正後＞

払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)

176,155,000（注）１、３ 1,800,000（注）２ 174,355,000
 

(注) １　払込金額の総額は、新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計

額を合算した金額であります。

＜後略＞
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第３ 【第三者割当の場合の特記事項】

１ 【割当予定先の状況】

 d．割当てようとする株式の数

＜訂正前＞

   (1) 当社の社外取締役を除く取締役３名                    60,000株

     (2) 当社または当社の完全子会社の執行役員13名           130,000株

     (3) 2015年12月31日時点まで当社の執行役員であった者１名  10,000株

     (4) 2015年12月31日時点まで当社の執行役員であった者１名  10,000株

 
＜訂正後＞

   (1) 当社の社外取締役を除く取締役３名                     23,700株

     (2) 当社または当社の完全子会社の執行役員13名             39,500株

     (3) 2015年12月31日時点まで当社の執行役員であった者１名    3,800株

     (4) 2015年12月31日時点まで当社の執行役員であった者１名    3,000株

 
３ 【発行条件に関する事項】

(2)発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠                                            

 ＜訂正前＞                                                                                             

本新株予約権の行使による発行株式数は210,000株であり、2015年９月30日現在の当社発行済株式総数から自己保有株

式を除した399,078,500株式に対し0.05％（2015年９月30日現在の当社議決権個数3,986,819個に対しては0.05%）の割合

による希薄化が生じます。

 本新株予約権の発行は、当社の取締役及び当社または当社の完全子会社執行役員及び2015年12月31日時点まで当社の

執行役員であった者が、2015年度において当社の業績拡大及び企業価値の向上に資することを目的として付与するもの

であります。

 
＜訂正後＞

本新株予約権の行使による発行株式数は70,000株であり、2015年９月30日現在の当社発行済株式総数から自己保有株

式を除した399,078,500株式に対し0.01％（2015年９月30日現在の当社議決権個数3,986,819個に対しては0.01%）の割合

による希薄化が生じます。

 本新株予約権の発行は、当社の取締役及び当社または当社の完全子会社執行役員及び2015年12月31日時点まで当社の

執行役員であった者が、2015年度において当社の業績拡大及び企業価値の向上に資することを目的として付与するもの

であります。
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